
地域における総合相談支援  

システムの構築  

富士宮市地土或包括支援センター  

土屋 幸己   



利用契約制度への移行  

・平成12年 介護保険導入   

措置から利用契約へ   

国家責任の福祉から自己責任の福祉へ   

成年後見制度  

●   



地域社会での現状  

1援助が必要でありながら、それを自ら顕在化   
してサービス利用に至らない人々の増加  

（独居高齢者、認知症、知的障害、精神障害）  

早期発見、気づき、見守りが必要   



2 生活ニー ズが多様化、複雑化、高度化して  
いる人々  

定型的な援助では対応できない状況から行  

政、社協、NPO，地域住民などによる連  
携・協働が必要となる。   



いる人々  

が脳梗塞で倒れる  

知的障害（同居）  

精神障害（既婚 別居）  

同居 知的障害 Bl（軽度）  

（73歳）  

（70歳）  

（40歳）  

（35歳）  

・父実見  

・母親  

・長女  

・長男  

女が  親が倒れ、   行っていた  し、家事  家計を管  

、 1年余りで預金  家計を預かるが収支が取れなくな  
男共にサラ金で多額の償金を  を使い果たし、長女・  

つ＜る。  
いが滞る。  入院費支去  父親  

ったが、適切な介護保険サービス  謀   

ていた。   



育手  

○   



地域自立生活を支援するためには  
l
●
 
 
 

1 士   

一人ひとりの高齢者・障害者等支援を  
必要としている人が、身近な地土或で必要  
な支援を受け、社会との関係を持らなが  
ら、安心して暮し続けることができるよ  
うな地土或社会の特性に応じた社会福祉シ  

ステムを構築する。  
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しかし現状では  
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［多様な相談機関］  

・福祉→・福祉事務所・在宅介護支援センター  

・児童相談所・≡障害支援センター等  

・保健→保健センター  

・医療→病院、診療所  

・介護保険→居宅介護支援事業所  

・介護保険外→福祉事務所、在宅介護支援  
センター等   



多様な相談者  

・高齢者（障害者）本人、その家族  
・親族  

・近隣の住民  

・民生児童委員  

・介護相談員  

・自 一老人クラブ  

・ボランティアグループ  

・介護サービス事業者  

・行政機関（種々の部局、福祉事務所、  
保健センター等）  

・医療機関   



問題点  

・どこに相談に行けば良いのか分からない  

（窓口の多様化）  

・窓口を訪れなければ相談できない  

（申請主義、 アウトリーチという意識が無い）  

・－箇所で相談が終わらない（たらい回し）  

（法体系の縦割り、専門性の欠如。  

・相談だけでその後の支援につながらない  

（ネットワークの欠如）   



F   

高齢者の相談支援窓口  
・今まで   

高齢者福祉に関して？高齢者福祉課  

介護保険に関して →介護保険課  

健康に関して  →保健センター  

・これ力＼ら  

保健・医療・福祉・介護・介護予 防・権利擁護  

総合相談・包括的マネジメント  

地域包括支援センター  



地土或包括支援センターと相談支援事業  

介護保険法 地土或支援事業  

「総合相談支援事業者」に求められているもの 

○高齢者が住みなれた地域でその人らしい生活を続け  

られるように支援する。（包括的マネジメント）  

○様々な内容について総合的に相談できる仕組み  

①地域におけるネットワーク構築  

②高齢者の実態把握   

（ブランチ・民生児童委員 ・老人クラブ）  

③総合相談  

④権利擁護業務（虐待や消費者被害への対応）   



障害者の相談支援窓口  

・今まで   

障害者（身体・知的）→障害福祉課   

精神障害者→保健所  障害児→児童福祉課   

児童→家庭虎童相談室 療育保健センター  

・これ力＼ら   

保健・医療・福祉・≡障害・総合相談   

権利擁護・マネジメント  

1  

指定相談事業所（市・法人へ委託可）  

3β章害支援センタ⊥（国・県・市）   



障害者自立支援法と相談支援事業  

地域生活支援事業  

-1 「相談支援事業者」に求められているもの  

○ケアマネジメント機関としての役割  

①利用者のインテーク  

②利用者のニーズの記述と把握  

③ケアプランの作成  

④サ⊥ビス調整  

⑤利用者の自己決定の支援  

⑥利用者のエンパワーメント  

⑦モニタリングと権利擁護   



総合相談業務に求められるもの  

1 初期段階での相談対応   

アセスメントにおける正確で重要な情報   

収集の能力及び利用者の参加を促進す   

る働きかけ能力  

2 継続的、専門的な相談支援   
①訪問（アウトリーチ）による相談や  

情報収集   

②支援計画の策定   

③サービス提供機関や専門相談機関への  

つなぎ（コーディネイト）   

④継続支援のためのモニ少」ング   



3 相談支援のための専門的能力・力量  

①インテークにおける面接及びコミュニ   

ケーション能力  

②サービス調整における地土或社会の社会資   

源の把握能力  

③利用者の主体性を重視する能力  

④地土或におけるネットワークを構築する能力  

⑤権利擁護を推進する能力   



高齢者と障害者の相談事業の比較  
地域包括支援センター  障害者指定相談事業所   



制度の壁の矛盾  

・介護保険法 65歳以上  

40歳以上で特定疾患  

65歳以上の高齢者の多数  

が身体障害者 

障害者手帳の所持者  

65歳になると介護保険の  

対象となる   

・ノ障害者  
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地域の中には、福祉ニ ーズのな  

い人達も、障害者も高齢者も、  
l
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子供も雑居してし   

なぜ、種別で相談を分けなけれ  
l
●
 
 ばならないのか  

l
●
 
 
 

相談を受ける側の知識とスキル  

の不足のつけを、利用者に回し  
ているのでは？  



『ワンストップ』の相談  

①たらい回しにしない  

②相談者本人と家族の全体を捉える  

（医療、保健、福祉、介護保険、その他）  
③相談からサービス利用の連続性  

（相談だけで終わらせない）  

④生活支援を躊躇している人や社会的  

に孤立している人への働きかけ   



齢者・障害者・子供等の種別に  
「 ■  

■∵ 

＋▼ 関わらず初期相談を実施するには  

・主訴が明確で、ワーカビリティーのある  
人は、各相談窓口ヘつなぐ 。  

・主訴が明確でない、または漠然とした不  
安、重層的な課題のある人は、地域包括  
支援センターでインテークをし、必要な  
支援機関をコーディネイトする。   



富士宮市における総合相談支援システムフロー  

支援を必要とする人  

具体的な支援体制のマネージメント  

と、定期的なモニタリングの実施   
ワンストップで相談受理（インテーク）  

主訴が明確化されていないケースや、重層的な課題の  

あるケースは地域包括支援センターで相談受理する  
権利擁護センター  

・高齢者等虐待等への対応  

・緊急性の判断  

・措置への提言  

・成年後見制度の利用促進  

・市長申立のサポート   

弁護士・司法書士・社会福祉  

士・精神保健福祉士・人権擁  

護委員・研究者・医師等の専  

門家で委員会を構成。  

地域包括支援センターで対  

応困難な事例や、法律的な  

課題をサポートする。  

富士宮市地域包括支援センター  

必要に応じて連絡調整・支援体制構築  

家庭児童  
相談室   

三障害  
支援センター  地域型  

支援センター  

相談内容が明確な場合は、直接それぞれの窓口ヘつなぐ  

権利擁護に係る  

専門的な内容に  

関して助言・支  

援を行う。   各関係機関との連絡調整会議  

各行政機関・保健福祉機関・医療機関・フォーマル、インフォーマルな機関等、  

利用者の支援に必要と思われる機関を召集し適宜開催する。（市の責任で召集する）  



権利擁護広域ネットワークフロー  （富士圏域）   



自分で相談にこ れない人をどのよ  

うに支援するか。  

・一人暮らしで閉じこもりがらな人。  
・認知症が始まり消費者被害にあっている  

人。  

・支援を拒否している人  

・生活圏窮している人  

・虐待や経済的搾取にあっている人  

・地権事業や成年後見制度利用が必要な人   



地域での見守りネットワークの構築  

・地域住民の意識改革  

・地区社協組織（市内12ケ所）の活用。  

・老人クラブや民生委員との協働  

・地域型支援センター（旧在介）の再編   







コミュニティーソーシャルワークの拠点に  

・ 「地土或自立生活上サービスを必要として  

いる人に対して、ケアマネジメントによ  
る具体的なサービスを提供しつつ、その  
人に必要なソーシャル・サポート・ネッ  
トワーク作りを行い、かつその人が抱え  
る生活問題が起きないように福祉コミュ  
ニティーつくりを総合的に展開する地土或  
を基盤としたソーシャルワーク実践であ  
る」（大橋謙策）   




